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第１章 計画策定の目的と基本的事項 

計画策定の目的 

産業革命以降、私たちの生活が便利になるとともに、人間活動を主な要因として世界

の平均気温は上昇しています。気温の上昇は気候の変化に影響を与え、海面上昇や洪水

の発生など様々な形で顕在化しています。このままの状況が続いた場合、さらなる気候

変動によるリスクの増大が懸念され、地球温暖化対策の推進は、地球規模での課題とな

っています。 

国では、2021(令和3)年6月に施行された、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下

「温対法」という。)の改正において、2050年までのカーボンニュートラルを基本理念に

盛り込み、2021 年 10 月に閣議決定された地球温暖化対策計画では、2030(令和 12)年度

の温室効果ガス削減目標を 2013(平成 25)年度比 46％削減とし、さらに 50％の高みに向

けて挑戦を続けるとしました。 

本市では、脱温暖化型の生活と産業システムの構築・豊かな水と緑の環境の保全によ

り、誰もが住みたいと思う「まち」を次代に引き継ぐため、2009(平成21)年度に「地球

温暖化防止都市」を宣言しました。 

また、2008(平成 20)年度から「にかほ市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」に基

づき、市役所が実施する事務・事業に関し、全職員が共通認識のもと、温室効果ガス排

出削減の取組を推進してきました。2023(令和5)年度からは、目標や取組等の見直しを行

った第4期計画を推進し、さらなる温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいます。 

今後も脱炭素化への加速的流れに後れを取ることなく、にかほ市でも2050年カーボン

ニュートラルの実現を目指し、それら目標達成に向けた取組を推進するため、本計画を

策定します。 
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計画の位置づけ 

本計画は、本市の自然的・社会的特性に応じて、温室効果ガス排出の削減を総合的か

つ計画的に進めるため、「温対法」第21条に基づく「地方公共団体実行計画等」として

策定します。 

また、国や秋田県の各種計画をはじめ、本市関連計画等との整合を図るものとします。 

 

 

図１-１ 計画の位置づけ 

 

 

計画の期間、基準年度、目標年度 

基準年度及び目標年度は、国の地球温暖化対策計画と整合をとり、基準年度を2013(平

成25)年度、短期目標年度を2030(令和12)年度、長期目標年度を2050年度とします。 

計画期間は2050年までとしますが、計画期間中の社会的な情勢の変化や国の動向等に

対応するため、本計画の進捗及び実施状況を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行い

ます。 

 

 

  

にかほ市 

地球温暖化対策実行計画 

【本市の上位計画】  にかほ市総合計画 

【国における関連計画】 

・地球温暖化対策計画 

・気候変動適応計画 

【秋田県における関連計画】 

・秋田県環境基本計画 

・秋田県地球温暖化対策推進計画 

など 
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計画の対象範囲 

対象範囲は本市全域とします。 

 

 

計画の対象とする温室効果ガス 

国の地球温暖化対策計画で対象とする温室効果ガスは、7 物質あります。その内、本

市ではハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ

化窒素の排出量がない、または微量であるため排出量把握の対象外とし、以下の3物質

を対象とします。 

 

・二酸化炭素(CO₂) 

・メタン(CH₄) 

・一酸化二窒素(N₂O) 

 

表 １-１ 温室効果ガスの種類と主な排出活動 

温室効果ガスの種類 主な排出活動 

二酸化炭素 (CO2) 

エネルギー 

起源CO2  

燃料の使用、他人から供給された電気の使用、他人から供給さ

れた熱の使用  

非エネルギー 

起源CO2 
工業プロセス、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使用等  

メタン(CH4) 

工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、耕作、家

畜の飼養及び排せつ物管理、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃

料使用等、廃棄物の埋立処分、排水処理  

一酸化二窒素(N2O) 

工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、耕地に

おける肥料の施用、家畜の排せつ物管理、廃棄物の焼却処分、

廃棄物の原燃料使用等、排水処理  

代
替
フ
ロ
ン
類 

ハイドロフルオロカーボン 

(HFCs) 

クロロジフルオロメタン又はHFCsの製造、冷凍空気調和機器、

プラスチック、噴霧器及び半導体素子等の製造、溶剤等として

のHFCsの使用  

パーフルオロカーボン (PFCs) 
アルミニウムの製造、PFCsの製造、半導体素子等の製造、溶剤

等としてのPFCsの使用  

六ふっ化硫黄 (SF6) 

マグネシウム合金の鋳造、SF6の製造、電気機械器具や半導体

素子等の製造、変圧器、開閉器及び遮断器その他の電気機械器

具の使用・点検・排出 

三ふっ化窒素(NF3)  NF3の製造、半導体素子等の製造 

出典：地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(環境省) 
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第２章 地球温暖化に関する国内外の動向 

地球温暖化の概要 

地球温暖化とは、地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に上昇する現象であり、

その主な要因は人為的な温室効果ガスの排出量の増加であるとされています。世界の平

均気温は変動を繰り返しながら上昇しており、長期的には100年あたり0.74℃の割合で

上昇しています。特に1990年代半ば以降、高温となる年が多くなっています。また、気

温上昇は北半球の緯度の高い地域ほど大きくなっており、1979(昭和54)年〜2022(令和4)

年の短い期間で顕著に高くなっています。 

地球温暖化は、地球全体の気候に大きな変動をもたらすものであり、近年、世界各地

で発生している記録的な猛暑や干ばつ、熱波、集中豪雨、台風等といった異常気象の背

景には、地球温暖化の影響が指摘されています。 

 

 

出典：気象庁「温室効果とは」 

図２-１ 温室効果の模式図 
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地球温暖化の動向 

 国際的な動向 

世界の平均気温は変動を繰り返しながら上昇しており、長期的には 100 年あたり

0.73℃の割合で上昇しています。特に 1990 年代半ば以降、高温となる年が多くなって

います。 

また、気温上昇は北半球の緯度の高い地域ほど大きくなっており、1979 年〜2021 年

の短い期間で顕著に高くなっています。 

 

 
出典：気象庁 

図２-２ 世界の大気中の二酸化炭素の経年変化 

 

 
出典：気象庁 

図２-３ 世界の年平均気温偏差の経年変化 

  

注：青色は月平均濃度。 

赤色は季節変動を除去した濃度。 

注：黒色は各年の平均気温の基準値からの偏差。 

青色は偏差の5年移動平均値。 
赤色は長期変化傾向。 
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 国内の動向 

国内においても、世界と同様に、二酸化炭素濃度は季節変動を繰り返しながら増加し

続けています。 

また、年平均気温は変動を繰り返しながら上昇しており、長期的には 100 年あたり

1.30℃の割合で上昇しています。特に1990年代以降、高温となる年が頻出しています。 

 

 

出典：気象庁 

図２-４ 国内における二酸化炭素の経年変化 

 

 

出典：気象庁 

図２-５ 国内の年平均気温偏差の経年変化 

 

  

注：黒色は各年の平均気温の基準値からの偏差。 

青色は偏差の5年移動平均値。 

赤色は長期変化傾向。 

基準値は1991〜2020年の30年平均値。 
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 秋田県の動向 

秋田県においても世界、国と同様に年平均気温は上昇しています。 

世界の平均気温の上昇は、今後も継続することが予測されており、日本国内、つまり

我々の生活する地域においても、同様の傾向になると考えられます。 

また、年平均気温は変動を繰り返しながら上昇しており、長期的には 100 年あたり

1.5℃の割合で上昇しています。特に 1990 年代以降、高温となる年が頻出しています。 

 

 
出典：気象庁仙台管区気象台 

図２-６ 秋田県の年平均気温偏差の経年変化 

 

  

注：黒色は各年の平均気温の基準値からの偏差。 

赤色は長期変化傾向。 
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 にかほ市への影響 

① 気温 

にかほ市の21世紀末(2081年～2100年)における年平均気温について、厳しい地球温

暖化対策を実施した場合(SSP1-2.6)では10.0～15.0℃、対策を実施せず温室効果ガス排

出量が増加した場合(SSP5-8.5)では10.0～15.0、15.0～20.0℃になると予測されていま

す。 

 

 

 

 
出典：気候変動適応情報プラットフォーム(データセット：NIES2020データ、気候モデル：MIROC6) 

(https://a-plat.nies.go.jp/webgis/akita/index.html)2023年10月19日利用 

図２-７ 日平均気温の将来予測(21世紀末) 

 

 

② 米の品質 

米の白未熟粒の割合は、厳しい地球温暖化対策を実施した場合(RCP2.6)では 0～10％

の地域が大半であるものの、追加的な対策を実施せず温室効果ガス排出量が増加した

場合(RCP8.5)では10～15％に及ぶ地域が増加すると予測されています。 

 

 

 

 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム(データセット：SI-CATデータ、気候モデル：MIROC5) 

(https://a-plat.nies.go.jp/webgis/akita/index.html)2023年10月19日利用 

図２-８ 白未熟粒の割合(令和23(2041)～令和32(2050)年) 

  

厳しい地球温暖化対策を 

実施した場合 

(SSP1-2.6) 

地球温暖化対策を 

実施しなかった場合 

(SSP5-8.5) 

SSP1-2.6 SSP5-8.5 

厳しい地球温暖化対策を 

実施した場合 

(RCP2.6) 

地球温暖化対策を 

実施しなかった場合 

(RCP8.5) 

RCP2.6 RCP8.5 
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地球温暖化を取り巻く社会情勢 

 国際的な情勢 

① パリ協定 

パリ協定とは、主要排出国、途上国全ての締約国が、温室効果ガスの排出削減目標を

持つ法的枠組みであり、大きく４つの特徴及び意義として『全ての国に適用され、包括

的で、長期にわたり永続的に、前進・向上する』が示されています。 

 

 

② 持続可能な開発目標(SDGs) 

ＳＤＧｓとは、2015(平成27)年9月に国連サミットで採択された、持続可能な開発の

ための国際目標であり、17 の目標と 169 のターゲットを定め、その多くが環境政策に

関連する目標となっています。国としても、気候変動、エネルギー、持続可能な消費と

生産等の分野を中心に国内外において行動計画の実施に貢献していくこととなってい

ます。 

 
出典：国際連合広報センター 

図２-９ 「持続可能な開発目標(SDGs)」の17の目標 

  

【パリ協定の概要】 

・世界共通の長期目標として、産業革命前からの平均気温の上昇を 2℃より十分下方に

保持する。1.5℃以下に抑える努力を追求する。 

・今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸収のバランスを達成する。 

・各締約国は、気候変動に関する適応策を立案し行動の実施に取り組む。 

・全ての国が参加し、各国は義務として目標を達成するための国内対策を実施する。 

など 
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 国内の情勢 

① 2050年カーボンニュートラル宣言 

2020(令和 2)年 10 月、菅首相(当時)は「パリ協定」に定める目標等を踏まえ、「2050

年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニュ

ートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。これを受け、「2050年カ

ーボンニュートラル」を目指す「ゼロカーボンシティ」を表明する自治体が増加してい

ます。 

 

② 地球温暖化対策の推進に関する法律(「温対法」) 

「2050年カーボンニュートラル宣言」を基本理念として位置付けた「温対法」の一部

改正案が2021(令和 3)年 3月に閣議決定され、2022(令和 4)年 4月に施行されました。

また、2022(令和4)年2月には「民間資金を呼び込む出資制度の創設、地方公共団体に

対する財政上の措置」を講ずる同法の一部改正案が閣議決定されています。 

2022(令和4)年4月施行の改正温対法の主な内容は以下のとおりです。 

 

 

③ 地域脱炭素ロードマップ 

2021(令和3)年6月に策定された「地域脱炭素ロードマップ」では、地域における脱

炭素への取組が、意欲と実現可能性が高いところからその他の地域に広がっていく「実

行の脱炭素ドミノ」を起こすべく、今後5年間を集中期間として政策を総動員するとし

ています。そして2030(令和 12)年度以降も全国へと地域脱炭素の取組を広げ、2050年

を待たずして多くの地域で脱炭素を達成し、地域課題を解決した強靭で活力ある次の

時代の地域社会への移行を目指すこととしています。 

 

出典：「脱炭素地域づくり支援サイト」(環境省) 

図２-１０ 脱炭素ロードマップの概要 

  

【改正温対法の主な内容】 

・パリ協定・2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設 

・地域の脱炭素化に貢献する事業を促進するための計画・認定制度の創設 

・脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進 
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④ 地球温暖化対策計画 

2021(令和3)年10月に閣議決定された地球温暖化対策計画では旧計画の目標に比べ、

長期的には2050年までにカーボンニュートラルの実現、中期的には2030(令和12)年度

に温室効果ガス排出量を2013(平成25)年度比46％削減することを目指し、さらに50％

の高みに向け挑戦を続けていくことが示されています。 

表 ２-１ 地球温暖化対策計画の概要 

 
出典：「地球温暖化対策計画の概要」(環境省) 

 

⑤ 気候変動適応計画 

気候変動適応計画は、「気候変動適応法」(2018(平成 30)年 12 月施行)第 8 条に基づ

き、気候変動影響の総合的な評価等を勘案して、2021(令和 3)年 10 月に改定されまし

た。「気候変動影響による被害の防止・軽減、さらには、国民の生活の安定、社会・経

済の健全な発展、自然環境の保全及び国土の強靱化を図り、安全・安心で持続可能な社

会を構築すること」を目標とし、7つの基本戦略のもと、各分野の適応策が示されてい

ます。 

 
出典：気候変動適応計画の概要(A-PLAT 気候変動適応情報プラットフォーム) 

図２-１１ 気候変動適応計画の概要  
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⑥ 第６次エネルギー基本計画 

2021(令和3)年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画は、「2050年カーボ

ンニュートラル宣言」及び「2030(令和12)年度の新たな温室効果ガス削減目標」の実現

に向けた道筋を示したものであり、「2050年カーボンニュートラル実現に向けた課題と

対応」や「2050年を見据えた2030(令和 12)年に向けた政策対応」が示されています。

その中で、様々な課題の克服を野心的に想定した 2030(令和 12)年度のエネルギーの需

給見通しが示されており、2030(令和 12)年度の電源構成における再生可能エネルギー

の比率を 36〜38％とし、現在取り組んでいる研究開発の成果の活用・実装が進んだ場

合には、38％以上の更なる高みを目指すとしています。 

 

⑦ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法) 

GX(グリーン・トランスフォーメーション)実行会議において取りまとめられた「GX実

現に向けた基本方針」を具体化する、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に

関する法律(GX推進法)」が2023(令和5)年2月に閣議決定され、2023(令和5)年6月に

施行されました。 

今後10年間に150兆円超の官民GX投資の実現に向け、(1)GX推進戦略の策定・実行、

(2)GX経済移行債の発行、(3)成長志向型カーボンプライシングの導入、(4)GX推進機構

の設立、(5)進捗評価と必要な見直しが法定されました。 

 

 
出典：環境省 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」の閣議決定について 

図２-１２ ＧＸ推進法の概要 
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 秋田県の情勢 

① 第2次秋田県地球温暖化対策推進計画 

本県では1999(平成11)年に「温暖化対策 美の国あきた計画」を策定、2007(平成19)

年に同計画を改定し、地球温暖化対策に取り組んできました。 

2011(平成23)年には「秋田県地球温暖化対策推進条例」を制定するとともに、同条例

に基づき、「秋田県地球温暖化対策推進計画」を策定しました。その後、2017(平成29)

年に社会情勢の変化や世界の動向、国の計画、地球温暖化に関する新しい知見を踏まえ

て見直しを行い、「第2次秋田県地球温暖化対策推進計画」を策定し、2030(令和12)年

までに本県における温室効果ガス排出量を2013(平成25)年度比で26％削減することを

目標とし、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進してきました。 

さらに、社会情勢の変化や世界・国の動向、地球温暖化に関する新たな知見を踏まえ

て、「2050 年のカーボンニュートラル」や「脱炭素社会」の実現に向け、地球温暖化対

策や気候変動への適応をより強力に推進するため、2022(令和4)年に第2次秋田県地球

温暖化対策推進計画の改定を行いました。 

 
出典：第2次秋田県地球温暖化対策推進計画 

図２-１３ 秋田県の温室効果ガス排出削減の目標 

 

② 第2期秋田県新エネルギー産業戦略(改訂版) 

現戦略で掲げている「国内最大級の新エネルギー供給基地と、関連産業集積拠点の形

成」を引き続き目指すとともに、中長期的には、我が国が目指す 2030 年エネルギーミ

ックスの実現及び 2050 年カーボンニュートラルの達成への貢献、並びに新エネルギー

供給基地・関連産業集積を県の持続的発展に確実につなげるための取組強化を目的と

して策定しました。  
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 にかほ市の情勢 

① 第2次にかほ市総合発展計画(後期基本計画) 

2022(令和4)年に策定しました。4つの基本理念を軸に、7つの基本方針が掲げ、将来

像「夢あるまち 豊かなまち 元気なまち 住みたいまち にかほ」の実現に向けた施

策が示されています。 

基本方針「1.快適に暮らせるまち」においては、重点目標「⑤環境にやさしいまちづ

くり」として、「自然環境の保護」と「住環境と調和のとれた再エネ導入支援」などが

施策として示され、環境負荷の低減や再生可能エネルギーの利用促進を目指していま

す。 

 

② 第4期にかほ市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 

にかほ市が実施している事務及び事業に関し、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量

化などの取組を推進し、温室効果ガスの排出量を削減するため、2023(令和5)年に策定

しました。 

計画期間を2027年度までの5年間とし、2022年度比で、二酸化炭素排出量を25％削

減するとしています。また、目標年度を2030年度として、基準年2013年度比で、温室

効果ガス排出量を 46％削減することを目標に掲げています。計画では、市施設の温室

効果ガス総排出量の算定結果をもとに、実行計画の遂行に向けた基本方針、並びに温室

効果ガス排出量削減へ向けた具体的な取組内容を設定しています。 

 

③ にかほ市「地球温暖化防止都市宣言」 

にかほ市内で幅広く地球温暖化の議論を喚起し、意識を共有し、一人ひとりの地球環

境を守る行動へと発展させるため、2009(平成21)年に「地球温暖化防止都市」を宣言し

ました。 

市として新たな温暖化対策を強力に進めていくために、「地球環境保全行動指針計画」

を定め、市民・事業者・行政が一体となって、温室効果ガスの削減に努めるとともに、

市民生活や企業活動に密着した基礎的自治体の特性を生かした、斬新でにかほ市らし

い取り組みを進めていくとしています。 

 

④ 「陸上風力発電に係るゾーニングマップ」 

風力発電施設の立地適正化を図るため、2021(令和3)年に「陸上風力発電に係るゾー

ニングマップ」を作成しました。 

市内を、「風車設置が可能なエリア」、「風車設置には何らかの調整が必要なエリア」、

「風車設置を避けるエリア」を基本として区分し、本市の特色に則した基準(マップ)と

しています。 
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第３章 にかほ市の現状 

にかほ市の地域特性 

 自然的条件 

① 位置・地勢 

にかほ市は、平成17(2005)年 10月 1日に、

旧仁賀保町、旧金浦町、旧象潟町が合併し誕生

しました。市内の地域区分は、仁賀保(旧仁賀

保町)、金浦(旧金浦町)、象潟(本庁)(旧象潟町)

となっています。 

本市の総面積は約241.13km2、南東に鳥海山、

西に日本海を臨む山と海に抱かれた地域です。

鳥海山の山すそが海岸近くまで伸び、人口は海

岸部の平野部に集中しています。 

主な土地利用は、森林が 62.6％(15,091ha)、

農用地が 15.4％(3,720ha)、原野が 6.8％

(1,634ha)となっています。 

 

② 河川の状況 

にかほ市は、白雪川及び奈曽川を含む二級河川が本荘平野、日本海へと流下しており、

鳥海山に由来する湧水が端を発し、地域の豊かな自然環境を育んでいます。 

 
出典：「国土数値情報(河川データ)」(国土交通省)を加工して作成 

図３-２ にかほ市の河川位置図  

にかほ市 

金浦 

象潟 

仁賀保 

図３-１ にかほ市の位置 
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③ 植生 

にかほ市の林野面積は 15,058ha(150.58km2)であり、私有林面積が 8,705ha(87.05km2)

で 57.8％を占めています。民有林のうち、天然林は34.1％で、人工林は63.6％、無立

木地は2.3％となっています。 

表 ３-１ にかほ市の林野面積(2020年度) 

保有形態 
総面積 

面積(ha) 比率(％) 

総数 15,058 100.0 

国有林 3,650 24.2 

民有林 
公有林 2,703 18.0 

私有林 8,705 57.8 

出典：にかほ市森林整備変更計画書(にかほ市) 

 

 
出典：「国土数値情報(森林地域データ)」(国土交通省)を加工して作成 

図３-３ にかほ市の森林の状況 
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④ 気候 

ｱ) 気温・降水量 

気温は、年平均で13.3℃、最高気温は34.2℃(8月)、最低気温は-4.4℃(2月)となっ

ています。 

降水量は、年平均で 140.2mmであり、12月が 217.1mm と最も多く、気候は冬季に降

水(降雪)量が多い日本海側気候となっています。 

 

 
出典：過去の気象データ(気象庁)より作成 

図３-４ にかほ市の月別気温及び降水量(2013～2022年の平均値) 

 

 

ｲ) 積雪 

にかほ市の積雪量は、秋田県全域と比較すると、沿岸部は少なく、鳥海山に近い内

陸部では多くなっています。 

 

 
出典：「国土数値情報(平年値メッシュデータ)」(国土交通省)を加工して作成 

図３-５ にかほ市の最大積雪深(2012年度) 
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ｳ) 日照時間 

日照時間は月平均136時間で、5月が最も長く200時間/月を超えています。日照時

間が最も短い月は1月であり、5月と比較すると約1/7となっています。 

最適角平均日射量は、6月が5.21kWh/m2・日で最も大きく、12月が1.45kWh/m2・日で

最も小さくなっています。 

 
出典：気象庁(秋田地方気象台)、NEDO日射量データベース、国立天文台暦計算室より作成 

図３-６ にかほ市の月別日照時間と平均日射量の推移 

 

ｴ) 風況 

「令和元年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報等の整備・公開等に

関する委託業務報告書」(環境省)によると、風力発電の開発不可条件は地上高 80m の

平均風速が 5.5m/s 未満とされています。NEDO 局所風況マップ(2000 年)によると、地

上高70mにおいては、にかほ市全域で風速5.5m/sを上回っています。 

 
出典：NEDO局所風況マップ 

図３-７ にかほ市の風況(2000年) 
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 経済的条件 

① 産業構造 

本市の就業者数は、2005年の 14,383人から2020年の 11,543人へと、2005年と比較

して 19.7％減少しています。第 3 次産業の就業者が最も多く、2020 年には全体の約 5

割を占めています。 

第 1次産業の就業者は2005年の 9.9％から2020年の 8.8％へと、2005年と比較して

大きな変化はみられません。第2次産業は2005年の44.4％から2020年の40.3％へと、

2010 年と比較して 4.1 ポイント減少しています。第 3 次産業は 2005 年の 45.7％から

2020年の50.9％へと、2005年と比較して5.2ポイント増加しています。 

 
出典：国勢調査より作成 

図３-８ にかほ市の産業大分類別就業者比率の推移 

 

② 第１次産業 

にかほ市の第 1 次産業の生産額は農業が最も高く、2020 年度は 1 次産業生産額の

75.7％を占めます。 

 

出典：秋田県オープンデータカタログサイト「【秋田県】市町村民経済計算」より作成 

図３-９ にかほ市の産業分類別の生産額 
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③ 第２次産業 

第２次産業の事業所数は、2013年度の88事業所から2020年度の77事業所へと、2013

年度と比べ12.5％減少しています。同様に、従業者数は、2013年度の3,481人から2020

年度の3,206人へと、2013年度と比べ7.9％減少しています。 

製造品出荷額等は2013年度の12,382,702万円から2020年度には13,267,293万円と、

2013年度と比べ7.1％増加しています。また、産業中分類別では、電子部品・デバイス・

電子回路製造業の出荷額等が最も高く、当該項目における県出荷額等の 20.7％を占め

ています。 

表 ３-２ 事業所、従業者数、製造品出荷額等の推移(従業者4人以上の事業所) 

項目 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 

事業所数(事業所) 88 84 79 83 

従業者数(人) 3,481 3,320 3,287 3,427 

製品出荷額(万円) 12,382,702 15,250,699 14,932,737 15,240,408 
 

項目 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

事業所数(事業所) 82 82 81 77 

従業者数(人) 3,433 3,174 3,226 3,206 

製品出荷額(万円) 15,186,476 15,102,371 12,236,140 13,267,293 

出典：工業統計調査 地域別統計表データより作成 

 

④ 第３次産業 

第３次産業の事業所数は、2004年度の450事業所から2016年度には257事業所へと、

2004 年度と比べ42.9％減少しています。同様に、従業者数は、2004年度の 1,913 人か

ら2016年度の1,305人へと、2004年度と比べ31.8％減少しています。 

年間商品販売額は、2004 年度の 33,526 百万円から 2016 年度は 26,663 百万円へと、

2004年度と比べ20.5％減少しています。 

表 ３-３ 卸・小売業における事業所、従業者数、年間商品販売額の推移 

年度 業種 
事業所数 

(事業所) 

従業者数 

(人) 

年間商品販売額 

(百万円) 

2004年度 

卸売業 58 309 12,788 

小売業 392 1,604 20,738 

計 450 1,913 33,526 

2007年度 

卸売業 45 296 18,429 

小売業 348 1,566 24,552 

計 393 1,862 42,981 

2012年度 

卸売業 50 258 13,304 

小売業 244 1,136 17,938 

計 294 1,394 31,242 

2014年度 

卸売業 49 305 9,717 

小売業 229 1,197 19,192 

計 278 1,502 28,909 

2016年度 

卸売業 41 208 9,463 

小売業 216 1,097 17,200 

計 257 1,305 26,663 

出典：商業統計調査  



 

21 

 

⑤ 地域の所得循環構造 

地域経済循環分析(環境省)によると、エネルギー費用が36億円域外に流出しており、

エネルギーの内訳別では、石油・石炭製品の赤字が最も多くなっています。 

エネルギー費用の流出額の規模は、GRP(域内総生産)の3.4％を占めており、全国、県、

人口同規模地域と比較して赤字の割合が低くなっています。 

なお、再生可能エネルギーのポテンシャルは、地域で使用しているエネルギーの約

51.82倍となっています。 

 

 
出典：地域経済循環分析(環境省ツールVer7.0) 

図３-１０ にかほ市の所得循環構造(2020年) 
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 社会的条件 

① 人口・世帯数 

にかほ市の2020年度の人口は23,435人となっています。世帯数は、1980年度以降増

加傾向にあり、核家族化が進行しているが近年は減少傾向にあります。 

また、本市の将来人口は下図に示すとおり、減少していくと予測されています。 

 
出典：国勢調査 

図３-１１ にかほ市の人口・世帯数の推移 

 

 
※TFR：合計特殊出生率。合計特殊出生率とは、15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したものである。 

出典:「にかほ市人口ビジョン(令和2年2月改訂版)」 

図３-１２ にかほ市の将来人口の推移 
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② 人口構成 

にかほ市では、65歳以上の高齢者人口の増加と15歳未満の年少人口の減少が進んで

いる。2000年と2020年の年齢階層別人口を比較すると、65歳未満の年齢階層で減少し、

65歳以上の年齢階層が増加している。 

表 ３-４ にかほ市の年齢別人口 

年 

0～14歳 15～64歳 65歳～ 年齢不詳 
人口計 

(人) 人口 

(人) 
構成比 

人口 

(人) 
構成比 

人口 

(人) 
構成比 

人口 

(人) 

2000年 4,403 14.5％ 18,903 62.3％ 7,041 23.2％ 0 30,347 

2005年 3,824 13.2％ 17,441 60.2％ 7,707 26.6％ 0 28,972 

2010年 3,347 12.2％ 16,208 58.8％ 7,973 28.9％ 16 27,544 

2015年 2,805 11.1％ 13,790 54.5％ 8,706 34.4％ 23 25,324 

2020年 2,244 9.6％ 12,041 51.4％ 9,140 39.0％ 10 23,435 

出典：国勢調査 

 

 
出典：国勢調査 

図３-１３ にかほ市の年齢別人口比 
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③ 地域交通 

にかほ市には、日本海沿岸東北自動車道(仁賀保IC、金浦IC、象潟IC)、国道7号な

どの道路網が整備されています。 

市内には、他市町との移動を確保するために羽後交通株式会社が路線バスを運行し

ているほか、市が各地域を結ぶコミュニティバスを運行しています。また、乗合タクシ

ーが、各地域内で運行しています。 

鉄道は、JR羽越本線が走っており、象潟駅をはじめとした5駅が市内に存在します。 

 

 
出典：にかほ市地域公共交通計画 

図３-１４ にかほ市周辺の交通網 
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④ 公共施設の整備状況 

にかほ市の公共施設は、スポーツ施設が多く、次いで公民館・集会施設を多く整備し

ています。 

表 ３-５ にかほ市の公共施設の整備状況(2022年度) 

施設分類 市全体 仁賀保 金浦 象潟 

文化施設 3 2 0 1 

スポーツ施設 14 4 3 7 

公民館・集会施設 9 2 4 3 

図書館・博物館 5 1 2 2 

学校 7 3 2 2 

出典：にかほ市公共施設等総合管理計画 

 

⑤ 廃棄物 

にかほ市における2020年度の総排出量は9,213ｔであり、2013年度と比べ2.8％減少

しています。 

一般廃棄物焼却量は、2013年度の6,999ｔから2020年度の7,242ｔへと、2013年度と

比べ3.5％増加しています。プラスチックの組成率は、2014年度の27.5％から2020年

度の23.5％へと、2014年度と比べ4.0ポイント減少しています。 

表 ３-６ にかほ市の一般廃棄物の焼却量等の推移 

活動量 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

総排出量(総量t) 9,483 9,233 9,114 9,351 9,179 9,270 9,349 9,213 

一般廃棄物焼却量(t) 6,999 6,995 6,869 7,182 7,318 6,832 7,359 7,242 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ組成率(％) － 27.5 28.7 31.9 35.3 35.5 34.6 23.5 

可燃分(％) － 40.4 42.1 43.6 44.7 47.9 43.8 37.9 

灰分(％) － 4.6 5.7 4.5 5.0 5.7 6.2 5.3 

出典：一般廃棄物処理実態調査 

備考：2013年度はプラスチック組成率、可燃分、灰分のデータは公開されていない。 

 
出典：一般廃棄物処理実態調査 

図３-１５ にかほ市の一般廃棄物の焼却量等の推移  

6,999 6,995 6,869 7,182 7,318 6,832 7,359 7,242

27.5 28.7
31.9

35.3 35.5 34.6

23.5

0

10

20

30

40

50

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
組
成
率

一
般
廃
棄
物
焼
却
量

(t) 一般廃棄物焼却量 プラスチック組成率 (%)

年度



 

26 

 

温室効果ガス排出の現状 

 温室効果ガス排出量 

にかほ市の 2020 年度の温室効果ガス排出量は 192 千 t-CO2であり、基準年度の 2013

年度比で16.5％(38千 t-CO2)減少しています。 

2020年度の温室効果ガス排出割合は、大きい順に「産業部門」が36.5％、「運輸部門」

が22.7％、「家庭部門」が20.2％、「業務その他部門」が13.5％、「その他ガス」が5.9％、

「廃棄物分野」が1.2％となっています。 

 

 

 
図３-１６ にかほ市の部門別の温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 
図３-１７ にかほ市の温室効果ガスの部門別排出割合(2020年度) 
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 部門別温室効果ガス排出量 

① 産業部門 

産業部門の2020年度の二酸化炭素排出量は 70千 t-CO2であり、2013年度比で6.9％

(4 千 t-CO2)増加しています。なお、2020 年度の産業部門の二酸化炭素排出量の内、製

造業からの排出量が約 8 割を占めています。さらに、産業部門の二酸化炭素排出量の

内、特定排出者からの排出量が約5割を占めています。 

2020年度のエネルギー消費量は733TJであり、2016年度以降は700TJから800TJ程度

で推移しています。 

 

 
図３-１８ 産業部門のエネルギー別二酸化炭素排出量の推移 

 

 
図３-１９ 産業部門の業種別二酸化炭素排出割合(2020年度) 

 

 
図３-２０ 製造業のエネルギー消費量の推移 
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② 業務その他部門 

業務その他部門の2020年度の二酸化炭素排出量は26千t-CO2であり、2013年度比で

33.3％(13千t-CO2)減少しています。 

業務その他部門の二酸化炭素排出量の減少は、各エネルギー種の消費量の減少によ

るものと考えられます。 

 

 
図３-２１ 業務その他部門のエネルギー別二酸化炭素排出量の推移 

 

 

 
図３-２２ 業務その他部門のエネルギー消費量の推移 
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③ 家庭部門 

家庭部門の2020年度の二酸化炭素排出量は39千t-CO2であり、2013年度比で35.0％

(21千 t-CO2)減少しています。 

家庭部門の二酸化炭素排出量の減少は、石油エネルギー消費量の減少によるものと

考えられます。 

 

 
図３-２３ 家庭部門のエネルギー別二酸化炭素排出量の推移 

 

 

 
図３-２４ 家庭部門のエネルギー消費量及び電力排出係数の推移 
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④ 運輸部門 

運輸部門の2020年度の二酸化炭素排出量は44千t-CO2であり、2013年度比で12.0％

(6千t-CO2)減少しています。 

運輸部門の二酸化炭素排出量は約 9 割を自動車が占め、そのエネルギー消費量は減

少傾向にあることから、運輸部門の二酸化炭素排出量の減少は、自動車の保有台数の減

少及び燃費の向上、エコドライブの普及などによるものと考えられます。 

 

 
図３-２５ 運輸部門のエネルギー別二酸化炭素排出量の推移 

 

 
図３-２６ 運輸部門の区分別二酸化炭素排出割合(2020年度) 

 

 
図３-２７ 自動車のエネルギー別二酸化炭素排出量の推移 
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⑤ 廃棄物分野 

廃棄物分野の 2020 年度の二酸化炭素排出量は 2.3 千 t-CO2 であり、2013 年度比で

14.8％(0.4千 t-CO2)減少しています。 

にかほ市の一般廃棄物年間処理量は、2013年度から2019年度にかけて増加傾向にあ

りましたが、2020年度は大きく減少しました。 

ごみの物理的組成に占めるプラスチックの割合は、一般廃棄物年間処理量と同様に、

2013年度から2019年度にかけて増加傾向にありましたが、2020年度は大きく減少しま

した。廃棄物分野における二酸化炭素排出量は、ごみの物理的組成に占めるプラスチッ

クの割合の変動と同様の変動をしています。 

 

 

図３-２８ 廃棄物分野の二酸化炭素排出量の推移 

 

 

図３-２９ 一般廃棄物焼却量及びごみの物理的組成に占めるプラスチックの割合の推移 
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⑥ その他ガス 

2020年度のその他ガス排出量は、11.37千t-CO2であり、2013年度比で12.3％(1.60千

t-CO2)減少しています。 

 

 
図３-３０ その他ガス排出量の推移 

 

 
図３-３１ メタン(CH4)排出量の推移 

 

 
図３-３２ 一酸化二窒素(N₂O)排出量の推移 
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温室効果ガスの森林吸収量 

にかほ市の 2020(令和 2)年度の森林吸収量は 51.1 千 t-CO2で、内訳は民有林が 46.9

千t-CO2、国有林が4.2千t-CO2となっています。 

なお、2017(平成29)年度の吸収量がマイナスの排出分として算定されていますが、こ

れは、統計資料が過去５年の伐採等に伴う森林の増減を５年に一度反映させているた

めです。 

 

表 ３-７ にかほ市における ●☻─  

項 目 
2013 

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

森林吸収量(千t-CO2) 49.4 136.6 35.1 112.7 46.0 112.0 75.9 51.1 

 うち民有林 49.4 49.8 8.3 112.7 -8.9 47.0 44.2 46.9 

 うち国有林 0.0 86.8 26.8 0.0 54.9 65.0 31.7 4.2 

 

 

 
  

Ṍ Ṍ 

森林吸収量は、炭素蓄積変化量から推計する手法により算定しました。 

蓄積変化は、森林の成長、伐採、枯死等による変化がすべて含まれた値となり、伐採により

森林の蓄積量が減少した場合はマイナスとなり、排出量として算定される。森林に吸収量を持

続していくためには適切な間伐の実施といった取組も重要となります。 

森林吸収量の算定式は以下のとおりです。 

 

  

炭素蓄積量＝森林蓄積量×バイオマス拡大係数＋（1＋地下部比率）×容積密度 

         ×炭素含有率 

森林吸収量＝（算定年度の炭素蓄積量－算定年度の前年度炭素蓄積量） 

         ×炭素から二酸化炭素への換算係数 
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再生可能エネルギーの導入状況及びポテンシャル 

 再生可能エネルギーの導入状況 

市域の2021年度の再生可能エネルギーによる発電電力量は257,088MWhであり、市域

の電気使用量(推計値)319,309MWh と照らし合わせると、導入比 80.5％に相当します。

(発電電力量はFIT制度を利用しているもののみ。) 

市としては、にかほ市役所本庁(象潟庁舎)、金浦小学校、金浦中学校、象潟中学校、

仁賀保中学校、仁賀保公民館において太陽光発電合計56.78kWを導入しているほか、避

難所施設ソーラーLED街灯67基を設置しています。また、市が所有する公用車のうち、

電気自動車を2台導入しています。 

にかほ市では、主に風力発電の導入が進み、再エネ設備容量は多いものの、地域での

消費が少ないものと想定されます。そのため、エネルギーの地域消費を増やす必要があ

ります。 

 

 
出典：自治体排出量カルテより作成 

図３-３３ 再生可能エネルギーの設備容量(2021年度) 

 
出典：自治体排出量カルテより作成 

図３-３４ 再生可能エネルギーによる発電電力量の経年変化  
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 再生可能エネルギーの導入ポテンシャル 

にかほ市の再エネ種別導入ポテンシャルは、太陽光発電で設備容量 884MW(年間発電

量970,657MWh/年)、風力発電で設備容量147MW(年間発電量1,404,649MWh/年)、中小水力

発電で設備容量 15.2MW(年間発電量 113,440MWh/年)、地熱発電で設備容量 24MW(発電電

力量157,766MWh/年)、太陽熱利用で349,483GJ/年、地中熱利用で1,543,806GJ/年の導入

ポテンシャルが見込まれます。 

表 ３-８ にかほ市における再生可能エネルギー種別導入ポテンシャル 

大区分 中区分 

賦存量 導入ポテンシャル 

設備容量 

(MW) 

年間発電量 

(MWh/年) 

設備容量 

(MW) 

年間発電量 

(MWh/年) 

太陽光 

建物系 ― ― 167 183,628 

土地系 ― ― 717 787,030 

合計 ― ― 884 970,658 

風力 

陸上風力 994 2,302,514 
147 ※1 

(575)※2 

384,734 ※1 

(1,404,649)※2 

洋上風力 市町村別では未推計 

合計 994 2,302,514 
147 ※1 

(575)※2 

384,734 ※1 

(1,404,649)※2 

中小水力 

河川部 15.168 113,306 15.142 113,112 

農業用水路 0.058 329 0.058 329 

合計 15.226 113,635 15.200 113,441 

地熱 

蒸気フラッシュ 32 ― 12 82,211 

バイナリー 14 ― 4 26,757 

低温バイナリー 11 ― 8 48,798 

合計 57 ― 24 157,766 

再生可能エネルギー(電気) 

合計 
1,066 2,416,149 

1,070 ※1 

(1,498)※2 

1,626,599 ※1 

(2,646,514)※2 
 

大区分 中区分 

賦存量 導入ポテンシャル 

年間熱利 量 

(GJ/年) 

年間熱利 量 

(GJ/年) 

太陽熱 太陽熱 ― 349,483 

地中熱 
地中熱 

(ｸﾛｰｽﾞﾄﾞﾙｰﾌﾟ) 
― 1,543,806 

再生可能エネルギー(熱) 

合計 
― 1,893,289 

 

大区分 中区分 賦存量 導入ポテンシャル 

木質 
バイオマス 

発生量 
(森林由来分) 

81(千m3/年)  ― 

発熱量 
(発生量ベース) 

533,625(GJ/年)  ― 

出典：自治体再エネ情報カルテ(環境省)より作成 

※1：風力発電に係るゾーニングマップ及び既設の風力発電機を考慮した場合のポテンシャル 

※2：風力発電に係るゾーニングマップ及び既設の風力発電機を考慮しない場合のポテンシャル 
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第４章 温室効果ガス排出量の将来推計及び削減目標 

現状趨勢(BAU)ケースにおける将来の温室効果ガス排出量 

 推計方法 

本市の 2019(平成 31)年度における温室効果ガス排出量に基づき、今後、追加的な対

策を見込まないまま推移した場合の排出量に当たる現状趨勢ケース(BAU)の 2030(令和

12)年度及び2050年における将来推計を行いました。 

推計は、環境省のマニュアルに基づき、温室効果ガス排出量と相関の高い人口などを

活動量として設定し、直近年度における温室効果ガス排出量に活動量の変化を乗じる

ことで推計しました。 

 

現状趨勢ケース(BAU)排出量＝直近年度の温室効果ガス排出量×活動量の変化率 

活動量の変化率＝ 
対象年度における活動量の推計値  

直近年度における活動量  

表 ４-１ 現状趨勢ケース(BAU)の推計で設定した活動量の設定 

ガス種 部門・分類 活動量 推計方法 

CO2 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源 

産業 

部門 

製造業 製造品出荷額 
過去の実績と同様の傾向で推移すると

想定し、実績値から求められる回帰式

より推計した 

建設・鉱業 従業者数 

農林水産業 従業者数 

業務その他部門 延床面積 

家庭部門 人口 
にかほ市人口ビジョンに基づく推計人

口を用いた 

運輸 

部門 

自動車 
旅客 旅客車保有台数 車両台数は人口に依存すると想定し、

人口の変化率と同様に推移するとした 貨物 貨物車保有台数 

鉄道 人口 

鉄道利用者は人口に人口に依存すると

想定し、人口の変化率と同様に推移す

るとした 

非
エ
ネ
起
源 

廃棄物分野 一般廃棄物焼却量 
廃棄物量は人口に依存すると想定し、

人口の変化率と同様に推移するとした 

そ
の
他
ガ
ス 

CH4 

農業 

分野 

耕作 作付面積(水稲) 過去の実績と同様の傾向で推移すると

想定し、実績値から求められる回帰式

より推計した 農業廃棄物 
作付面積当たりの 

年間生産量 

廃棄物 

分野 

焼却 一般廃棄物焼却量 
廃棄物量は人口に依存すると想定し、

人口の変化率と同様に推移するとした 

排水処理 衛生処理人口 
排水量は人口に依存すると想定し、人

口の変化率と同様に推移するとした 

N2O 

農業 

分野 

耕作 作付面積(水稲) 過去の実績と同様の傾向で推移すると

想定し、実績値から求められる回帰式

より推計した 農業廃棄物 
作付面積当たりの 

年間生産量 

廃棄物 

分野 

焼却 一般廃棄物焼却量 
廃棄物量は人口に依存すると想定し、

人口の変化率と同様に推移するとした 

排水処理 衛生処理人口 
排水量は人口に依存すると想定し、人

口の変化率と同様に推移するとした 
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 推計結果 

現状趨勢(BAU)ケースでの温室効果ガス排出量は、2030 年度に 193.7 千 t-CO2で 2013

年度比 15.6％削減、2050年度に180.1千 t-CO2で21.5％削減する見込みとなりました。 

温室効果ガス排出量の減少が見込まれる理由としては、本市における人口の減少が

予想されるため、家庭部門からの排出量が大きく減少することが挙げられます。一方、

製造業で製造品出荷額の増加が予想されるため、産業部門からの排出量が増加します。 

表 ４-２ 現状趨勢ケース(BAU)の温室効果ガス排出量 

ガス・部門 

温室効果ガス排出量 

(実績値) 

現状趨勢ケース(BAU) 

(推計値) 

2013年度 

(千t-CO2) 

【基準年度】 

2019年度 

(千t-CO2) 

【現況年度】 

2030年度 2050年 

排出量 

(千t-CO2) 

2013 

年度比 

増減率 

排出量 

(千t-CO2) 

2013 

年度比 

増減率 

エネ起CO2 

産業部門 65.6 69.8 70.8 7.9% 71.3 8.7% 

 

特定事業所 48.3 34.9 34.9 -27.8% 34.9 -27.8% 

特定事業所 

以外 
17.3 34.9 36.0 107.4% 36.5 110.4% 

業務その他部門 38.5 29.7 29.8 -22.8% 29.8 -22.8% 

家庭部門 60.2 40.7 31.3 -48.1% 19.7 -67.3% 

運輸部門 49.9 48.5 48.2 -3.6% 47.3 -5.3% 

非エネCO2 廃棄物分野 2.7 3.8 2.9 10.7% 1.9 -30.2% 

CO2合計 217.0 192.5 183.0 -15.7% 170.0 -21.7% 

CH4 11.1 10.0 9.6 -13.6% 9.1 -17.8% 

N2O 1.3 1.2 1.1 -15.6% 1.1 -21.0% 

温室効果ガス排出量 合計 229.4 203.7 193.7 -15.6% 180.1 -21.5% 

※1 排出量の各数値は端数処理により、合計等と一致しない場合がある。 

※2 将来推計における電力排出係数は、2019年度値を用いている。 

 

 
図４-１ 現状趨勢ケース(BAU)における温室効果ガス排出量 
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温室効果ガス削減対策を実施した場合の将来の温室効果ガス排出量 

 推計方法 

削減対策を実施した場合の温室効果ガス排出量として、2030(令和12)年度及び

2050年について対策実施ケースの将来推計を行いました。 

2030(令和12)年度及び2050年における削減対策として、それぞれ以下の項目を見

込んでいます。 

表 ４-３ 2030(令和12)年度及び2050年に見込んだ削減対策 

削減対策項目 2030年度 2050年 

①電力排出係数の低減 

〇 － 
 電力排出係数の低減(2020(令和2)年度：0.469kg-

CO2/kWh→2030年度：0.25kg-CO2/kWh)よる削減見込

量 

②国が進める対策 

〇 － 
 国が2030(令和12)年度に温室効果ガス排出量2013(平成

25)年度比46％削減を達成するために実施する対策による

削減見込量 

③特定事業所による対策 
〇 〇 

 本市における特定事業所が実施する対策による削減見込量 

④2050年脱炭素社会実現に向けた対策 

－ 〇 
 「2050年脱炭素社会実現に向けたシナリオに関する一分析」

に示される、2050年までの技術及び社会変容による削減見

込量 
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 推計結果 

① 電力排出係数の低減 

電力排出係数は、電気の供給に係る二酸化炭素排出量を表す数値であり、発電量1kWh

当たりの二酸化炭素排出量を示します。これは、温室効果ガス排出量に大きく影響を及

ぼす項目のひとつです。国の「地球温暖化対策計画における対策の削減量の根拠」では、

2030(令和12)年度における電力排出係数の目標値(0.25kg-CO₂/kWh)が示されており、目

標を達成した場合の本市における温室効果ガス排出量を推計しました。 

表4-4に示したように、2030(令和12)年度において、電力排出係数の低減により35.1

千t-CO₂の削減が見込まれます。 

表 ４-４ 電力排出係数の低減による削減見込量 

単位：千t-CO２ 

部門 
(電気を使用する部門の

み) 

① ② ③＝①×② 
④＝③× 

(0.25/0.519) 
⑤＝③-④ 

2013 

年度比 

削減率 

BAU 
排出量 

(千t-CO2) 

電力 
比率 

現状の係数
による排出

量 
(千t-CO2) 

係数低減後によ
る排出量 
(千t-CO2) 

削減 
見込量 

(千t-CO2) 

産業部門 

製造業(特定

事業所以外) 
23.2 87.9% 20.4 9.8 10.6 94.3% 

建設業・鉱業 6.0 32.6% 2.0 0.9 1.0 31.1% 

農林水産業 6.7 12.1% 0.8 0.4 0.4 14.8% 

業務その他部門 29.8 76.6% 22.8 11.0 11.8 30.7% 

家庭部門 31.3 57.6% 18.0 8.7 9.3 15.5% 

運輸部門 鉄道 3.9 97.0% 3.8 1.8 2.0 32.8% 

合計 100.9  67.8 32.7 35.1 15.3% 

電力排出係数 

(kg-CO2/kWh) 
  0.519 0.250   

※1 排出量の各数値は端数処理により、合計等と一致しない場合がある。 

※2 ①から⑤の数値の内容は以下のとおりである。 

①：現状趨勢ケース(BAU)の2030年度の温室効果ガス排出量 

②：①の排出量のうち、電気の使用により排出される温室効果ガスの割合 

③：電気の使用による2030年度の温室効果ガス排出量(現況年度の電力排出係数0.519kg-CO₂/kWhを使用) 

④：電気の使用による2030年度の温室効果ガス排出量(2030年度の電力排出係数0.250kg-CO₂/kWhを使用) 

⑤：電力排出係数の低減により見込まれる削減量 
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② 国が進める対策による削減 

国が進める各種省エネルギー対策は、地球温暖化対策計画における対策の削減量の

根拠(2021(令和 3)年 10月閣議決定)(以下、「国の削減根拠」という)に示される施策に

基づき、温室効果ガスの削減効果を推計しました。 

表 4-5 に示したように、2030(令和 12)年度において、国と連携した対策により 21.8

千t-CO2の削減が見込まれます。 

表 ４-５ 国が進める対策による削減見込量(2030年度) 

部門 主要な対策 

削減見込量 

エネルギー 
消費量 
(TJ) 

温室効果ガス 
排出量 

(千t-CO2) 

産業

部門 

製造業 

(特定事業

所以外) 

省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 120.5 7.5 

業種間連携省エネルギーの取組推進 1.5 0.1 

燃料転換の推進 0.0 0.2 

ＦＥＭＳを利用した徹底的なエネルギー管理の実施 4.8 0.3 

建設・鉱業 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 1.2 0.1 

業務その他部門 

建築物の省エネルギー化 23.2 1.5 

高効率な省エネルギー機器の普及・トップランナー制
度等による機器の省エネルギー性能向上 

25.4 0.7 

ＢＥＭＳの活用、省エネルギー診断等を通じた徹底的
なエネルギー管理の実施 

11.3 0.7 

脱炭素型ライフスタイルへの転換 0.2 0.0 

廃棄物処理における取組(エネルギー起源CO2) 0.8 0.1 

家庭部門 

住宅の省エネ化 16.8 1.1 

高効率な省エネルギー機器の普及 18.9 0.6 

トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上 8.9 0.5 

ＨＥＭＳ・スマートメーター・スマートホームデバイ
スの導入や省エネルギー情報提供を通じた徹底的な
エネルギー管理の実施 

12.9 0.9 

脱炭素型ライフスタイルへの転換 0.8 0.0 

運輸

部門 

自動車 

次世代自動車の普及、燃費改善 76.5 5.3 

公共交通機関及び自転車の利用促進 0.8 0.2 

脱炭素型ライフスタイルへの転換 8.9 0.6 

鉄道 鉄道分野の脱炭素化 0.0 0.0 

農業分野(CH4) 
農地土壌に関連する温室効果ガス排出削減対策(水田
メタン排出削減) 

 1.2 

農業分野(N2O) 
農地土壌に関連する温室効果ガス排出削減対策(施肥
に伴う一酸化二窒素削減) 

 0.2 

合計 333.2 21.8 

2013年度比削減率 15.0% 9.5% 

※1 「地球温暖化対策における対策計画の削減量の根拠」に基づき、市域における削減見込量を推計している。 

※2 産業部門はにかほ市に存在する業種、その他の部門はにかほ市で実行が可能な対策を勘案し選定した。 

※3 各数値は端数処理により、合計等と一致しない場合がある。 

※4 削減目標量の算定式は下記のとおりである。 

各対策の削減目標量(千t-CO2)＝各対策のCO2削減量(2013～2030年度分)(千t-CO2) 

 －2013～2018年度までの実績(千t-CO2)×(市の活動量÷全国の活動量) 
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③ 特定事業所による対策による削減 

特定事業所の2030年度及び2050年度における温室効果ガス排出量は、2023年4月よ

りすべての工場が再生可能エネルギー由来の電力 100%で操業していることから、電力

由来の温室効果ガス排出量は生じないものとしました。 

なお、2030年度については、電力由来以外の温室効果ガスの排出が3.1千t-CO₂残る

ものとしました。 

表 ４-６ 特定事業所の温室効果ガス削減目標 

特定 
事業所 

産業分類 
再生可能エネルギー由来 

の電力導入状況 

CO2排出量 
(千t-CO2)  

2030年度 2050年 

TDK株式会社 
電子部品・デ
バイス・電子
回路製造業 

稲倉工場東サイト ：2022年4月～ 
にかほ工場北サイト：2023年4月～ 
にかほ工場南サイト：    〃  
稲倉工場西サイト ：     〃 
鳥海工場     ：     〃 

3.1 0.0 

 

 

④ 2050年脱炭素社会実現に向けた対策による削減 

「2050年脱炭素社会実現に向けたシナリオに関する－分析」(2021年、国立環境研究

所AIMプロジェクトチーム)では、2050年脱炭素社会を実現するための技術・社会変容

を見込んだ場合(脱炭素シナリオ)の部門別エネルギー消費量及びエネルギー構成につ

いて、2018年から2050年の推移が示されています。それら部門ごとのエネルギー消費

量の変化を踏まえることで、脱炭素シナリオにおける 2050 年度のエネルギー消費量を

推計しました。推計の結果、2050 年度の温室効果ガス削減見込量は 94.2 千 t-CO2と見

込まれました。 

また、「2050年脱炭素社会実現の姿に関する-試算」(2020年、国立環境研究所AIMプ

ロジェクトチーム)にて、プラスチックの脱石油化が示されています。2050年の廃棄物

分野においても廃プラスチック由来の排出割合が変わらないと仮定すると、石油由来

プラスチックが50％になった場合、2050年度の温室効果ガス削減見込量は0.8千t-CO2

と見込まれました。 

 

表 ４-７ 2050年脱炭素社会実現に向けた対策による削減見込量 

分 野 
CO2排出量 

 (千t-CO2) 

エネルギー分野 -94.2 

非エネルギー分野 -0.8 

合 計 -95.0 
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⑤ 各種削減対策による温室効果ガス削減量 

対策実施ケースによる温室効果ガス排出量の推計結果は、2030年度は 105.0千 t-CO2

であり2013年度比 54.2％削減、2050年度は 50.2千 t-CO2であり2013年度比78.1％の

削減と見込まれました。 

表 ４-８ 各種削減対策による温室効果ガス削減量 

項  目 

2030年度 

CO2排出量 

(千t-CO2) 

2050年 

CO2排出量 

(千t-CO2) 

現状趨勢(BAU)ケース (特定事業所を除く) 158.8 145.3 

各種

削減

対策 

電力排出係数の低減 -35.1 － 

国が進める削減対策 -21.8 － 

2050年脱炭素社会実現に向けた対策 － -95.0 

特定事業所による対策 3.1 0.0 

合計 105.0 50.2 

2013年度比削減率 54.2% 78.1% 

 

 

 
図４-２ 削減対策ケースにおける温室効果ガス排出量 
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温室効果ガス排出量の削減目標 

 短期(2030(令和12)年度)目標 

にかほ市の 2030 年度における温室効果ガス排出量は、削減対策ケースにおける温室

効果ガス排出量と削減見込量の推計結果から、国の示す省エネ等に関する対策に取り

組んだ場合に54.2％削減することができると見込まれます。 

国の示す省エネ等に関する対策のうち、にかほ市で実行が可能な対策に積極的に取

り組み、さらに再エネの導入を進め、「2030 年度の温室効果ガス排出量の基準年度の

2013年度比で５５％以上削減」を短期目標としました。 

なお、国の目標値である「2030年度において2013年度比46％削減」及び秋田県の目

標値である「2030年度において2013年度比54％削減」を上回るものです。 
 

 

 

 長期(2050年)目標 

国は、地球温暖化対策計画において、2050 年カーボンニュートラルの実現を目指す

としています。本市においても、長期的な目標として、2050年までに温室効果ガス排出

量実質ゼロとするゼロカーボンシティの実現を目指します。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-３ 温室効果ガス削減のイメージ  

2030年度 温室効果ガス排出量削減目標 
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229.4 

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量
 

 

 

 

193.7 

現状趨勢 

(BAU) 

ケース 

21.5％削減 

省エネ推進等 

の対策による 

削減 
 

 

180.1 

現状趨勢 

(BAU) 

ケース 

 

省エネ推進等 

の対策による 

削減 

 

103.2 

再エネ導入 

による削減 

森林吸収 

(千 t-CO2) 

再エネ導入

による削減 

 
2030年度 

短期目標 

2013年度 

基準年度 

2050年 

長期目標 
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第５章 計画の方針 

基本理念 

「にかほ市地球温暖化対策実行計画」では、「基本計画」の実現に向けて、脱炭素を通

じ、地域経済循環の実現、新しい豊かな暮らしの創出により地域の魅力と質を向上させ

た、暮らし続けたいまちをつくることで、脱炭素と地域課題の同時解決を目指します。 

このことから、本計画の基本理念を、以下のとおりとします。 
 

 

 

 

 

 

 

  

脱炭素を通じて地域の質と魅力を向上させ 

脱炭素と地域課題の同時解決を目指す 
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地域課題 

 エネルギー費用の流出抑制 

にかほ市のエネルギーのほとんどは市外、海外から購入しています。市内でのエネル

ギーの消費によって莫大なエネルギー費用が市外に流出しており、その規模は年間 36

億円となっています。 

さらに、この金額はエネルギー消費量の増減に関わらず、原油価格や為替、国際情勢

の影響により毎年大きく変動します。地域の産業や市民のくらしもそれだけ不安定な

ものに依存してしまっているのです。特に、にかほ市の主要産業である製造業はエネル

ギー消費量が大きいことから、経営に大きな影響を及ぼしており、安定したエネルギー

供給が望まれています。 

【エネルギー費用の流出抑制が内包する他の地域課題】 

・エネルギー費用の削減 ・製造業のエネルギー消費量の削減 

・企業収支の安定化 

 

 

 人口減少及び高齢化対策 

2050年のにかほ市の人口規模は、現在の2.3万人から1.0万人まで減少し、２人に１

人が高齢者という超高齢化社会へ移行すると予測されています。 

人口減少及び高齢化問題は労働力や税収の不足など、市民生活に影響を及ぼす可能

性が考えられます。 

【人口減少及び高齢化対策が内包する他の地域課題】 

・就業者の維持・増加 ・一次産業の後継者育成  

・耕作放棄地の有効活用 ・交通インフラの整備  

・室内環境の改善(ヒートショック対策、熱中症対策) 

 

 

 ゴミの削減 

ゴミ問題には、地球温暖化にも悪影響を及ぼす根深い問題が潜んでいます。ゴミ焼却

時の温室効果ガスの発生だけでなく、焼却にも、ごみ処分場への運搬にも多くのエネル

ギーが使われていますし、もっといえば、必要以上に大量のモノが生産され廃棄される、

それぞれの過程でもエネルギーが使われＣＯ２が排出されているからです。 

にかほ市のゴミの処理量は、増加傾向にあります。ゴミの物理的組成に占めるプラス

チックの割合も増加傾向にあり、ゴミの削減が進んでいない現状があります。 
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目指す未来像(２０５０年の姿) 

「２ 地域課題」で示した地域課題について、脱炭素を通じて解決した場合の2050年

のにかほ市の未来像を以下に示します。 

 

 地域の全体像 

 地域エネルギービジネスと融合した地域の農林水産業が活力を向上し、健全な自

然環境が守られ、美しい景観も維持されています。 

 多様な地域特性を活かしたエネルギーインフラや地域システムが構築され、持続

性のある安定した地域社会が維持されています。 

 建物のゼロカーボン化や新たな再エネ電源供給など新たなインフラ整備も進み、

快適なまちとなっています。 

 環境・エネルギー教育が地域に定着し、地域で育った若年層が地域で活躍していま

す。また、子どもたちのアイディアが採用され、地域のしくみや政策にもどんどん

活かされています。 

 地域の質と魅力が向上し、市外からのＵターン・Ｉターンで住人が増加しています。 

 

 くらし 

 住宅の省エネ・再エネ導入が徹底され光熱費の負担が少なく、一年を通じて住み心

地の良い生活環境があたりまえとなっています。 

 新たな地域公共交通システムなどの普及で郊外・農山村のくらし、特に高齢者のく

らしの利便性が向上しています。 

 生ゴミや農業残渣などのエネルギー活用が進み、財政のゴミ処理負担も軽減され

ています。 

 メタン削減米などの付加価値のある農水産物の生産により、地域産の農水産物や

製品が選ばれるようになっています。 

 地元の魅力ある自然で過ごす人が増えるなど、環境への意識が向上しています。 

 

 産業の姿 

 製造業をはじめとする地元企業は省エネや再生可能エネルギー導入など徹底した

ゼロカーボン経営により競争力を高めています。 

 地域で生み出す再エネを利用することで、国際情勢等にも影響されない安定した

企業経営に貢献します。 

 ゼロカーボンを売りにする新たな商品やサービスメニューを展開、地元企業の魅

力もアップしています。 

 地域エネルギー会社の省エネ・再エネ・ゼロカーボンビジネスが地域の新たな産業

となります。 

 脱炭素技術の活用により一次産業も活性化しています。  
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取組方針 

基本理念に基づき、3 つの取組方針を定め、地球温暖化対策と地域課題の同時解決に

取り組みます。 

取組方針1 地域脱炭素を通じた「地域経済循環の実現」 

 化石燃料から地域の豊富な再生可能エネルギーへのシフトにより地域外へ流出して

いる３６億円(２０２０年時点)ものエネルギー費用を抑制する、エネルギーの地産地

消に取り組みます。 

 製造業が盛んなにかほ市では、地域のゼロカーボンの取組、それを通じた再エネ導入

や省エネへの取組を促進し、地元企業の経営の競争力強化に繋げます。 

 メタン削減米の作付面積を拡大し、温室効果ガス削減と合わせて農業の収益力の増

加に繋げます。農業の収益力の増加により、担い手の増加、耕作放棄地の解消も期待

されます。 

 ＣＯ２吸収源として森林・藻場を保全することで、生物多様性や水産資源の保全、水

源涵養などといった効果も期待され、地域の林業や漁業の振興にもプラスとします。 

取組方針２ 地域脱炭素を通じた「豊かな暮らしの創出」 

 家庭やその他部門においても、再エネ導入や省エネへの取組を促進し、くらしや経営

の安定化に繋げます。 

 省エネ住宅の普及で家の温度が一定に保たれる快適な住環境となることで、ヒート

ショックや熱中症による健康被害を低減していきます。 

 エネルギーの地産地消を推進することで、生活の質や収益が向上し、それにより若年

層の流出抑制やＵターン・Iターンの促進も期待されます。 

 環境教育を取り入れることで、環境に対する意識や省エネに対する正しい知識が身

につき、環境保全、ゴミの発生量の抑制、省エネ再エネ普及が進み、地域の環境の質

の向上に繋げます。 

 ＤＸとＥＶを掛け合わせた次世代の地域公共交通システムの普及により、マイカー

の依存度が低減し、環境負荷の低減に加え、公共交通の利便性も向上します。 

取組方針３ 地域脱炭素を通じた「多様な主体の協働・連携の推進」 

 市民・事業者・市が一丸となり、「ゼロカーボンシティ」を実現するため、多様な主

体と協働・連携する体制を構築します。 

 国や県、他自治体との積極的な情報交換や広域連携を検討・実施します。 

 市民・事業者へあらゆる媒体を活用した脱炭素につながる情報発信を行い、脱炭素に

対するネガティブなイメージを払拭し、環境意識の向上を図ります。 

 学習の場での環境教育を通じ、児童や生徒の環境保全・気候変動問題に対する意識や

関心の向上を図るとともに、保護者にも脱炭素の理解の広がりを期待します。学校と

地域との交流を推進し、地域ぐるみの環境活動を促進します。  
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施策体系 

目標の達成に向けて次のように施策を推進します。 

施策推進にあたっては、脱炭素化と同時に様々な地域課題の解決や地域への波及効果

の創出につなげていくことを念頭に、市民・事業者・市や他自治体等と協働・連携しな

がら、一丸となって取り組みます。 

 

表 ５-１ 施策体系 

取組 

方針 
施  策 

同時解決を目指す地域課題 

エネルギー費用 

の流出抑制 
人口減少・高齢化対策 ゴ

ミ
の
削
減 

エ
ネ
ル
ギ
ー
費
用 

の
削
減 

製
造
業
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
量
の
削
減 

企
業
収
支
の
安
定
化 

就
業
者
の
維
持
・
増
加 

一
次
産
業
の 

後
継
者
育
成 

耕
作
放
棄
地
の 

有
効
活
用 

交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備 

室
内
環
境
の
改
善 

地
域
脱
炭
素
を
通
じ
た 

「
地
域
経
済
循
環
の
実
現
」 

① 
地域エネルギー 

ビジネスの検討 
○ ○ ○       

② 
再エネ発電設備等の 

導入推進 
○  ○       

③ 
森林の保全・農業の 

グリーン化推進 
○   ○ ○ ○    

④ 
藻場の保全・漁業の 

グリーン化推進 
○   ○ ○     

地
域
脱
炭
素
を
通
じ
た 

「
豊
か
な
暮
ら
し
の
創
出
」 

⑤ 
省エネルギー建築の 

普及推進 
○ ○      ○  

⑥ 
省エネルギー機器等 

の導入推進 
○ ○ ○       

⑦ 循環型社会の形成 ○        ○ 

⑧ 
次世代自動車導入 

推進の検討 
○         

⑨ 
公共交通サービス 

の充実化の検討 
○      ○   

地
域
脱
炭
素
を
通
じ
た 

「
多
様
な
主
体
の
協
働 

・
連
携
の
推
進
」 

⑩ 
環境教育・学習 

の推進 
○   ○ ○    ○ 

⑪ 
主体間連携・ 

自治体間連携の推進 
○ ○ ○       

備考：表中の ○ は地域課題の同時解決に寄与する取り組みを示す。 
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目標達成に向けた施策 

取組方針1 地域脱炭素を通じた「地域経済循環の実現」 

にかほ市のエネルギーのほとんどは市外、海外から購入したものであり、毎年莫大な

エネルギー費用が域外に流出しています。 

また、にかほ市では、風力発電をはじめ多くの再エネ発電が導入されていますが、そ

の電力も域外に供給されています。この、域外に供給されている再エネ電力を市内で活

用できれば、エネルギー費用は地域に支払われるため、費用は域外に流出せずに地域で

循環します。そこで、地域の既存の再エネ電源等を市域で活用するシステムの構築を検

討し、地域内でのエネルギー循環を目指します。 

また、森林や藻場等の自然環境の保全を合わせて進めることで、経済と環境の好循環

を創出します。 

 

① 地域エネルギービジネスの検討 

地域エネルギー会社が地域産再エネを活用し、地域内で再エネ電気を使用したい需

要家に供給するだけでなく、省エネ診断や、電気自動車の充電スタンドの整備などを行

い、市民や事業者の省エネ化を支援するビジネスを検討します。 

地域で消費するエネルギーを地域の再生可能エネルギーにシフトしていくことで、

地域外への資金の流出を抑制し、新たに地域内で経済循環を生みだしていくこともで

きます。また、地域で得られた利益や税収をさらに地域に投資していくことで、公共サ

ービスの充実などに繋がることも期待されます。 

 

【取組内容】 

 地域の再エネ電力の活用（卒FIT電源などの活用） 

 新規再生可能エネルギー電源の開発 

 ＰＰＡ※1事業者として住宅や事業所への再エネ設備の導入 

 住宅や事業所の省エネ診断 

 電気自動車の充電スタンドの整備 

 Ｊクレジットの創出・取引 

 ＣＯ２吸収源となる森林や藻場整備への投資 

※1:PPAは「Power Purchase Agreement」の略称であり、電力販売契約という意味で第三者モデルとも
呼ばれる。初期投資０円で発電設備を設置し、その電気を利用することでＣＯ２排出を削減する
ことができ、さらに電力の使用状況により電気料金も削減することができる。 

※2：他自治体の事例：資料編１ページ参照 

 

【地域課題解決への貢献】 

 地域の再エネ活用と省エネ推進によるエネルギー費用の削減との域外流出の抑制 

 エネルギー費用の削減による企業収支の安定化 

 省エネの推進による特に製造業のエネルギー消費量の削減  
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【取り組み主体】 

行 政：再エネ発電事業者、市内の電力需要家などの関係者と連携する場の創出及

び連携調整など 

市 民：エネルギー地産地消に向けた再エネ電気の活用,協力など 

事業者：地域エネルギー会社の設立、再エネ電力の確保、森林や藻場整備への投資

など 

 

【取り組みによる温室効果ガス削減量】 

2030年度：8.59千t-ＣＯ２  2050年度：88.85千 t-ＣＯ２ 

 

 
図５-２ 地域エネルギービジネスの一案 
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◇◆ＰＰＡ(Power Purchase Agreement)◆◇ 

ＰＰＡとは、電力販売契約という意味で、第三者モデルともよばれています。企

業・自治体が保有する施設の屋根や遊休地を事業者が借り、無償で発電設備を設置

し、発電した電力を企業・自治体が施設で使うことで、電気料金とCO2排出の削減

ができます。設備の所有は第三者（事業者または別の出資者）が持つ形となります

ので、資産保有をすることなく再エネ利用が実現できます。 

 
出典：環境省ホームページ 再エネスタート 
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② 再エネ発電設備等の導入推進 

住宅や事業所における再エネ発電設備(主に太陽光発電)の導入・維持管理に関する情

報提供、設備設置費用に対する支援制度等の情報提供を行い、再生可能エネルギーの自

家消費を促進します。また、市有施設における率先導入によって、家庭や事業所におけ

る同様の取組を促進するための普及啓発を行います。 

なお、軽量・フレキシブルパネル（ペロブスカイト太陽電池モジュール）の開発が進

んでおり、従来の屋根上や野立てによる設置場所以外の壁面等でも導入が可能となっ

ています。今後の動向を確認しつつ、壁面等への導入も検討します。 

【取組内容】 

 住宅や事業所における再エネ発電設備(主に太陽光発電)の導入推進 

 市有施設へ再エネ発電設備・蓄電池の率先導入 

 垂直型太陽光発電や次世代太陽光発電設備の導入検討 

※：他自治体の事例：資料編2ページ参照 

 

【地域課題解決への貢献】 

 地域の再エネ活用と省エネ推進によるエネルギー費用の削減との域外流出の抑制 

 エネルギー費用の削減による企業収支の安定化 

 

【取り組み主体】 

行 政：太陽光発電などの普及促進に向けたルールづくり、市民や事業者への意識

啓発活動やＰＰＡや再エネ活用の最新の動向等の情報提供など 

市 民：新築、住宅改修時の太陽光発電の積極的導入など 

事業者：事業所、工場への太陽光発電の積極的導入など 

 

【取り組みによる温室効果ガス削減量】 

2030年度：2.90千t-ＣＯ２  2050年度：15.68千 t-ＣＯ２ 
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③ 森林の保全・農業のグリーン化推進 

農地及び森林整備を通じ、脱炭素化及び地域経済循環につながる取組を推進します。 

健全な森林を形成するためには、適切な間伐や下草刈り等の手入れをしつつ、新たな

木を育み、収穫する「森林の資源循環」を促すことが必要です。この森林の資源循環が

円滑化されることで、地球温暖化の防止をはじめとする森林の多面的機能の発揮だけ

でなく、地域経済の活性化への効果等も期待できます。 

 

【取組内容】 

 森林の適正管理（間伐、植林） 

 メタン削減米の作付面積拡大、Ｊクレジット創出 

 省エネ農業機械の導入 

※：他自治体の事例：資料編3ページ参照 

 

【地域課題解決への貢献】 

 J クレジットなどの新たな収入源(40,000 円/1ha)※となり、一次産業の収益を増加

することで就業者も増加 

 農業への就業者数が増加することで耕作放棄地が減少 

※森林系クレジットの過去の取引事例と同様の価格（１万円／t-CO2）で販売できた場合の試算 

(出典：農林水産省) 

 

【取り組み主体】 

行 政：関係者との連携調整・調査研究・情報交換の場の創出、市民への森林保全

の啓発、学校でのメタン削減米の給食への利用・環境教育の実施など 

市 民：メタン削減米の購入、メタン削減米の生産と省エネ農業機械の積極導入 

事業者：メタン削減米の生産拡大と省エネ農業機械の積極導入（農業法人）、森林

の管理 

 

【取り組みによる温室効果ガス削減量】 

2030年度：2.65千t-ＣＯ２  2050年度：2.65千 t-ＣＯ２ 
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④ 藻場の保全・漁業のグリーン化推進 

ブルーカーボンとして吸収源対策を促進し、特産物であるハタハタなどの稚仔魚の

成長の場等の豊かな生態系の創造を図ります。 

 

【取組内容】 

 藻場の保全 

 ブルーカーボンの研究 

 企業や地元漁業関係者との連携 

 漁協等の施設の省エネ化と再エネ導入の検討 

 漁船のハイブリッド化・電動化の検討 

※：他自治体の事例：資料編4ページ参照 

 

【地域課題解決への貢献】 

 Jクレジットなどの新たな収入源(72,816円/t-CO2)※となり、漁業の収益を増加する

ことで就業者も増加 

 化石燃料から地域の再エネを電源活用する漁船への移行によるエネルギー費用の

域外流出の低減 

※2021年度の平均取引単価(出典：国土交通省) 

 

【取り組み主体】 

行 政：関係者との連携調整・調査研究・情報交換の場の創出、市民への藻場保全

の啓発、環境教育の実施など 

市 民：地元水産物の購入 

事業者：漁協等の施設の省エネ化と再エネ導入と漁船の電化の検討、藻場の管理 

 

【取り組みによる温室効果ガス削減量】 

2030年度： －  2050年度：0.00千 t-ＣＯ２ 
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取組方針２ 地域脱炭素を通じた「豊かな暮らしの創出」 

にかほ市におけるＣＯ２などの温室効果ガス排出量の約２割は、家庭の住まいや食、

移動など、家計消費に起因しているといわれています。エネルギーを切り口に、家庭で

のライフスタイルを見直しながら脱炭素化に取り組むことが不可欠です。 

地球温暖化対策は、地球にも家計にもやさしく、健康的なくらしの実現にもつながる

もので、無理や我慢を強いるものではありません。脱炭素型のくらしへの転換を推進し

ます。 

 

出典：環境省ホームページ 

 

  

「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」 
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⑤ 省エネルギー建築の普及推進 

住宅や事業所に対してＺＥＨ、ＺＥＢ等の省エネルギー性能が高い建物を目指すよ

う普及啓発を行います。 

 

【取組内容】 

 建築物の省エネに関する情報提供 

 ＺＥＨ、ＺＥＢの普及 

 断熱改修の推進 

 市有施設の機能・規模の適正化 

 市有施設のＺＥＢ化推進の検討 

※：他自治体の事例：資料編5ページ参照 

 

【地域課題解決への貢献】 

 省エネ性能が高い建物による冷暖房などのエネルギー費用の削減と域外流出の低

減 

 断熱性が高い建物により一年中過ごしやすい室内環境への改善 

 

【取り組み主体】 

行 政：市有施設のＺＥＢ化の検討、市民・事業者へＺＥＨ、ＺＥＢ等の普及啓

発、市内の工務店などの関係者と連携など 

市 民：ＺＥＨ等の導入、断熱改修など 

事業者：ＺＥＢ等の導入など 

 

【取り組みによる温室効果ガス削減量】 

2030年度：0.90千t-ＣＯ２  2050年度：4.41千 t-ＣＯ２ 
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◇◆断熱リフォーム◆◇ 

天井・壁・床などの断熱施工や開口部の断熱施工（窓の交換、内窓設置、ガラス

の交換など）をすることで、外気の温度を室内に伝えにくくするものです。 

 

 

≪断熱リフォームのメリット≫ 

１. １年中快適に過ごせる 

２. 冷暖房費が抑制できる 

３. ヒートショックのリスク軽減 

 

 

 

 

出典：デコ活サイト（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動サイト） 
 

 

 

◇◆ＺＥＨ（ゼロ・エネルギー・ハウス)◆◇ 

ZEHとは、住宅の断熱性能や省エネ性能を向上し、さらに太陽光発電等で生活に

必要なエネルギーをつくり出すことにより、年間の一次消費エネルギー量（空調・

給湯・照明・換気）をおおむねゼロ以下にする住宅のことです。 一般家庭や住宅

メーカー等に建物の新築時や改築時に合わせた省エネ設備・機器の導入啓発等を

促進し、普及を図ります。 

出典：資源エネルギー庁ホームページ 省エネポータルサイト 
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⑥ 省エネルギー機器等の導入推進 

家庭や事業所における高効率機器・設備の設置やＥＭＳ(エネルギー・マネジメント・

システム)の導入支援制度等の情報提供を行い、省エネルギー化を図ります。 

 

【取組内容】 

 省エネ機器・設備の導入に関する情報提供 

 市有施設における省エネ機器・設備の率先導入 

 家庭・事業所への省エネ機器・設備の普及 

 家庭・事業所向け省エネ診断の案内 

 家庭・事業所におけるガス転換の推進 

※：他自治体の事例：資料編6ページ参照 

 

【地域課題解決への貢献】 

 省エネ性能が高い機器や設備によるエネルギー費用の削減と域外流出の低減 

 

【取り組み主体】 

行 政：市有施設における省エネ機器・設備の率先導入、市民・事業者へ省エネ機

器・設備の普及啓発、市内の工務店などの関係者と連携など 

市 民：省エネ機器の積極導入 

事業者：省エネ機器の積極導入、ＲＥ１００など脱炭素経営の積極的な推進 

 

【取り組みによる温室効果ガス削減量】 

2030年度：5.81千t-ＣＯ２  2050年度：9.03千 t-ＣＯ２ 
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⑦ 循環型社会の形成 

市民・事業者に対するごみの削減に関する普及啓発や多量排出事業者に対する指導

等を行い、ごみの排出抑制を図ります。また、ごみの分別や各リサイクル法に基づく資

源回収の周知を行い、再資源化を推進します。 

 

【取組内容】 

 ４Ｒの推進 

 食品ロスの削減 

 農林水産物の地産地消の推進 

 ライフスタイルの見直し・改善 

※：他自治体の事例：資料編7ページ参照 

 

【地域課題解決への貢献】 

 省エネルギーなライフスタイルへの転換によるエネルギー費用の域外流出の低減 

 ゴミの焼却処分に伴う化石燃料使用量の減少 

 ゴミの削減 

 

【取り組み主体】 

行 政：市民・事業者へのごみ削減に向けた情報提供・周知啓発、学校での環境教

育の実施など 

市 民：食品ロスや廃棄物を削減したライフスタイルの実践など 

事業者：製造や販売、事業系ごみの資源化・分別回収など 

 

【取り組みによる温室効果ガス削減量】 

2030年度：1.69千t-ＣＯ２  2050年度：1.82千 t-ＣＯ２ 

 

◇◆４Ｒ◆◇ 

「４Ｒ」とは、Refuse(リフューズ：発生回避)、Reduce（リデュース：発生抑制）、

Reuse（リユース：再使用）、Recycle（リサイクル：再生利用）の総称である「４Ｒ」

の活動のことです。 

 

Refuse(リフューズ：発生回避)：廃棄物となるものは断り、家庭に持ち込まないよう

にすること 

Reduce(リデュース：発生抑制)：製品をつくる時に使う資源の量を少なくすることや

廃棄物の発生を少なくすること 

R e u s e ( リユース：再使用 )：使用済製品やその部品等を繰り返し使用すること 

Recycle(リサイクル：再生利用)：廃棄物等を原材料やエネルギー源として有効利用す

ること  
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⑧ 次世代自動車導入推進の検討 

電気自動車等及び充電設備の購入・設置費用に対する補助や次世代自動車導入の情

報提供等を行い、電気自動車等の普及を図ります。 

 

【取組内容】 

 電気自動車等の次世代自動車導入の検討 

 電気自動車用充電設備の市内設置の検討 

 エコドライブの推進 

※：他自治体の事例：資料編8ページ参照 

 

【地域課題解決への貢献】 

 化石燃料から地域の再エネを電源活用する電気自動車への移行によるエネルギー

費用の域外流出の低減 

 

【取り組み主体】 

行 政：公用車の電気自動車への転換、電気自動車等導入に関する情報提供 

市 民：電気自動車への転換、エコドライブの実施 

事業者：社有車の電気自動車への転換、電気自動車用充電設備の市内設置、エコド

ライブの実施 

 

【取り組みによる温室効果ガス削減量】 

2030年度：0.88千t-ＣＯ２  2050年度：8.93千 t-ＣＯ２ 

 

◇◆エコドライブ◆◇ 

エコドライブとは、燃料消費量やCO2排出量を減らし、地球温暖化防止につなげ

る“運転技術”や“心がけ”です。 

【エコドライブ１０のすすめ】 

１． ふんわりアクセル「eスタート」 

２． 車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転 

３． 減速時は早めにアクセルを離そう 

４． エアコンの使用は適切に 

５． ムダなアイドリングはやめよう 

６． 渋滞を避け、余裕をもって出発しよう 

７． タイヤの空気圧から始める点検・整備 

８． 不要な荷物はおろそう 

９． 走行の妨げとなる駐車はやめよう 

１０．自分の燃費を把握しよう 
出典：環境省ホームぺージ  
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⑨ 公共交通サービスの充実化の検討 

自動車ではなく公共交通機関の利用を促進するための普及啓発を行うとともに、コ

ミュニティバス効率化や、新たな地域公共交通システムの導入により利用しやすい公

共交通の構築を検討し、自動車利用の低減を図ります。 

 

【取組内容】 

 公共交通機関の利用促進 

 路線バス、コミュニティバスの運行時刻や路線の見直し 

 公共交通機関の電動化の検討 

 新たな地域公共交通システムの導入検討 

 次世代交通サービスMaaS※1(Mobility as a Service)の検討 

※1：バスやタクシーなど複数の交通手段を利用して目的地までのルートや移動手段の検索や予約、決

済を一括して行えるサービス 

※2：他自治体の事例：資料編8ページ参照 

 

【地域課題解決への貢献】 

 公共交通の効率化や電化によるエネルギー費用の域外流出の低減 

 公共交通の利便性向上、利用者数の増加 

 

【取り組み主体】 

行 政：公共交通の利便性向上に向けた検討、新たな地域公共交通システムの検討

など 

市 民：公共交通機関の積極利用 

事業者：公共交通機関を利用した通勤の推進 

 

【取り組みによる温室効果ガス削減量】 

2030年度：0.18千t-ＣＯ２  2050年度：0.53千 t-ＣＯ２ 
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取組方針３ 地域脱炭素を通じた「多様な主体の協働・連携の推進」 

 

⑩ 環境教育・学習の推進 

市民団体等と連携した市民・事業者に対する研修会等を実施し、情報提供や環境意識

の向上を図ります。 

市内の小中学校の児童、生徒への環境学習を推進するとともに、学校を発信源として

家庭や地域へ環境配慮の取組を広げます。 

 

【取組内容】 

 市民・事業者向け講座・研修会等の実施検討 

 小中学校における子どもたちへの意識啓発 

※：他自治体の事例：資料編10ページ参照 

 

【地域課題解決への貢献】 

環境教育・学習の推進を通じて、健康的なくらしやコストメリットもあることの理

解が進み、脱炭素に取り組む人や事業者が増加する。さらに、脱炭素に取り組む人や

事業者の増加により、「地域経済循環の実現」や「豊かな暮らしの創出」に繋がる。 

 

【取り組み主体】 

行 政：小中学校における子どもたちへの意識啓発 

市 民：地元の産物の購入 
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⑪ 主体間連携・自治体間連携の推進 

市民・事業者・市が全体で「ゼロカーボンシティ」を実現するため、多様な主体と協

働・連携する体制を構築します。また、国や県、他自治体との積極的な情報交換や広域

連携を検討・実施します。 

 

【取組内容】 

 市民・事業者間セミナー等の実施検討 

 民間事業者の技術開発や先進事業の支援 

 国・県・周辺自治体との情報交換 

※：他自治体の事例：資料編11ページ参照 

 

【地域課題解決への貢献】 

国や県、他自治体との積極的な情報交換や広域連携を検討・実施し、脱炭素の取り

組みの普及・啓発を図る。普及・啓発活動により、脱炭素に取り組む人や事業者の増

加し、「地域経済循環の実現」や「豊かな暮らしの創出」に繋がる。 

 

【取り組み主体】 

行 政：市民・事業者間セミナー等の実施検討、民間事業者の技術開発や先進事業

の支援、国・県・周辺自治体との情報交換など 

市 民：セミナーやワークショップへの賛同・参加 

事業者：セミナーやワークショップへの賛同・参加、脱炭素に繋がるノウハウ等の

情報共有、脱炭素課題の解決支援 
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脱炭素シナリオ 

目標年度における排出量削減に向けた施策のロードマップを以下に示します。 

2050 年カーボンニュートラルの達成に向け、速やかに実施すべき施策のほか、技術

進歩や革新が必要な施策に関しては、2030年以降に取り組むこととしています。 

 

 
図５-３ 脱炭素に向けた施策のロードマップ  

2025年(現在)～ 2030年 ～2040年～ 2050年

取組方針１　地域脱炭素を通じた「地域経済循環の実現」

①
地域エネルギー

ビジネスの検討

地域エネルギー会社の設立・再エネ電力の活用


住宅における再エネ発電設備(主に太陽光発電)の導入推進

事業所における再エネ発電設備(主に太陽光発電)の導入推進

市有施設における再エネ発電設備(主に太陽光発電)の導入推進

垂直型太陽光発電や次世代太陽光発電設備の導入検討

森林の適正管理

メタンガス削減米作付面積の拡大

省エネ農業機械の導入

藻場の保全

漁船のハイブリッド化・電動化の検討

取組方針２　地域脱炭素を通じた「豊かな暮らしの創出」

ＺＥＨ、ＺＥＢの普及

断熱改修の推進

公共施設･事業所等への省エネ機器導入

産業への省エネ機器導入・省エネ診断の案内

家庭への省エネ機器導入・省エネ診断の案内

家庭におけるガス転換

ごみの削減（4Rの推進）

食品ロスの削減、農林水産物の地産地消

ライフスタイルの見直し・改善

エコドライブの推進

⑨
公共交通サービス

の充実化の検討

公共交通機関の利用促進、公共交通機関の電動化

取組方針３　地域脱炭素を通じた「多様な主体の協働・連携の推進」

⑩
環境教育・

学習の推進

⑪
主体間連携・

自治体間連携の推進

ゼ
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②
再エネ発電設備等

の導入推進

次世代自動車導入の推進、充電設備の市内設置

次世代自動車導入

推進の検討

藻場の保全、

漁業のグリーン化

⑧

④

③
森林の整備、

農業のグリーン化

循環型社会の形成⑦

⑥
省エネルギー機器等

の導入推進

省エネルギー建築

の普及推進
⑤

再エネ電力の調達、地域エネルギー会社の設立検討 地域エネルギー会社の設立、再エネ電力の活用

PPAモデル等の情報提供

既存住宅の10%に太陽光発電を導入

省エネ機器導入に関する情報提供、市有施設へ省エネ設備の率先導入

食品ロス、地産地消に関する情報提供、学校での環境教育の実施

省エネライフスタイルに関する情報提供、市民の実施率75%・事業者の実施率80%

関係者との連携調整・調査研究・情報交換の場の創出、市民への森林保全の啓発

メタンガス削減米の生産拡大推進、学校給食でのメタンガス削減米の給食利用

省エネ農業機械に関する情報提供、省エネ農業機械の積極導入

漁業油関係者との連携調整・ブルーカーボンに関する情報収集、市民への藻場保全の啓発

漁業の省エネ・電化に関する情報提供

漁船のハイブリッド化・電動化の検討

電気自動車への転換

電気自動車用充電設備の市内設置

市民・事業者向け講座・研修会等の実施検討、小中学校における子どもたちへの意識啓発

市民・事業者間セミナー等の実施検討、民間事業者の技術開発や先進事業の支援

継続的な太陽光発電設備導入推進

既存住宅の50%に太陽光発電を導入

PPAモデル等の情報提供

10事業所に太陽光発電を導入

継続的な太陽光発電設備導入推進

30事業所に太陽光発電を導入

市有施設への率先導入

公共施設に3,626㎡の太陽光発電を導入

継続的な太陽光発電設備導入推進

公共施設に36,257㎡の太陽光発電を導入

垂直型太陽光発電や次世代太陽光発電設備の情報収集、導入検討

ZEH・ZEBの情報提供

市有施設のZEB化検討

継続的なZEH・ZEBの普及推進

新築住宅130戸のZEH導入

市内工務店との連携構築

既存住宅の10%を断熱改修

継続的な断熱改修の推進

既存住宅の50%を断熱改修

省エネ機器導入に関する情報提供

省エネ診断の実施、省エネ機器の導入

継続的な省エネ機器導入の推進

脱炭素経営の推進

省エネ機器導入に関する情報提供

省エネ機器の導入

継続的な省エネ機器導入の推進

脱炭素経営の推進

ガス転換に関する情報提供

家庭におけるガス転換実施率50%

継続的なガス転換の推進

家庭におけるガス転換実施率80%

ごみ削減に向けた情報提供、学校での環境教育の実施、ごみの削減・資源化の促進

漁業の省エネ・電化に関する情報収集

電気自動車盗導入に関する情報提供

公用車への電気自動車の導入検討

継続的なエコドライブの推進

エコドライブ実施率75%

エコドライブに関する情報提供

エコドライブ実施率50%

次世代交通サービス(MaaS等)の導入検討

公共交通機関の利用者数 年間5万人

公共交通の利便性向上に向けた検討

公共交通機関の利用者数 年間4万人



 

66 

第６章 推進体制及び進行管理 

計画の推進体制 

地域の脱炭素を推進するためには、地域のあらゆる主体が参加・連携して取り組むこ

とが必要です。 

そのためには、庁内の関係部局及び庁外の様々なステークホルダーとの連携・パート

ナーシップを構築して取り組む体制作りが重要です。また、地域が主役となる脱炭素社

会の実現に向けては、多様な主体の参画に加え、それらに支援・助言を行う専門家が必

要といわれています。 

そこで、本計画の推進にあたっては、専門家の助言を受けるとともに、地域の多様な

主体と連携協力を図ることとします。 

また、目標達成に向けた施策の実現のため、事業化に向けた検討が必要な場合には、

具体な検討を行うワーキンググループ（ＷＧ）等の体制整備も図ることとします。 

 

 

図６-１ 計画の推進体制 

  

専門家 

支援助言 

情報提供 

地域のステークホルダー 

○市民代表 

○事業者、事業者団体 

○農林水産業 各関係団体 

○金融機関 

○地域エネルギー事業者 

           など 

連携・協働 

にかほ市 

事務局 

関係各課 

(実行) 

連携 

国 

・ 

秋田県 

・ 

近隣自治体 
連携 

協力 

施策ごとに関係事業者、

関係団体等により、事業

化に向けた具体な検討を

行う 

○○施策ＷＧ 

連携（必要に応じて） 

(仮称)にかほ市地域脱炭素推進協議会 
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 市民・事業者・市との連携、協働 

本計画による施策は、市民、事業者などのステークホルダー、行政をはじめとする、

市内に集うすべての人による取り組みの下で推進するものであり、市民、事業者と市と

の間で検討を行いながら、連携、協働のもとに計画を推進していきます。 

 

 国、秋田県等との連携、協力 

本計画で掲げた地球温暖化対策は、国や秋田県との連携によって取り組むものも多

く、各対策を並行して効果的かつ効率的に進めていくために、関係機関、団体との情報

共有を図ります。 

また、広域的な連携が有効な取組については、関係市町村との情報共有と連携を図り、

今後も広域的な視点に立って効果的な施策を展開していきます。 

 

 庁内の推進体制 

地球温暖化対策は、環境分野だけでなく産業や私生活といった極めて広い範囲にわ

たることから、行政においても多方面な分野にわたります。 

実効性を伴う計画推進のために、庁内各課において横断的な連携を図りながら、計画

を推進していきます。 

 

 情報公開 

市民・事業者と情報を共有するため、地球温暖化対策に関する情報や本計画の実施状

況など、広報誌、市のホームページ等により情報を公開します。 

  



 

68 

 

計画の進行管理 

取組や目標に対する計画全体の進捗状況をPDCAサイクルに基づき進行管理します。 

市は「(仮称)にかほ市地域脱炭素推進協議会」を設立し、事務局は関係各課から受け

た実績等を管理し、「(仮称)にかほ市地域脱炭素推進協議会」に報告します。「(仮称)に

かほ市地域脱炭素推進協議会」は、事務局から受けた実績報告等の検証や評価を行い、

施策の見直しや改善策を検討します。 

 

 ̧Plan(計画の策定・改定)：実行計画策定、施策の立案及び目標設定 

 ̧Do(施策の実行)：施策の推進、普及啓発、取り組みの推進 

 ̧Check(点検・評価)：施策の進捗状況及び温室効果ガス削減量の確認 

 ̧Action(改善・見直し)：実行計画、削減目標の見直し、新規施策の検討 

 

 

 

図６-２ PDCAサイクル 

 

  

Plan(計画の策定・改定)

・地球温暖化対策実行計画の策定

・施策の立案

・温室効果ガス削減目標の設定

Do(施策の実行)

・計画に定めた施策の推進

・普及、啓発の実施

・各主体の自主的取組の推進

Check(点検・評価)

・計画に定めた施策の進捗状況の確認

・温室効果ガス削減量の確認

Action(改善・見直し)

・地球温暖化対策実行計画の見直し

・関連計画、施策内容の見直し

・社会情勢化を踏まえた削減目標

の見直し

・新規施策の検討
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取組指標 

本計画に掲げる取組の実施状況について、数値評価できる指標を設定し、進捗状況を

評価し、計画の進行管理に活用します。 

 

表 ６-１ 取組指標 

取組 

方針 
取組指標 

現状 

2024 

年度 

2030 

年度までの 

累計導入量等 

2050 

年度までの 

累計導入量等 

備考 

「地
域
経
済
循
環
の
実
現
」 

再エネ電力の活用 － 

6.7 MW 

(風力発電機 

５基相当) ※1 

69.6 MW 

(風力発電機 

５0基相当) ※1 

 

住宅の太陽光発電

(10kW未満)導入量 
1.9 MW 

2.7 MW 

(292戸) ※1 

13.7 MW 

(3,036戸) ※1 
既存住宅を対象 

事業所の太陽光発電

（10kW以上）導入量 
2.0 MW 

2.6 MW 

(１０事業所) ※1,2 

3.8 MW 

(3０事業所) ※1,2 
 

市有施設の太陽光発

電導入量 
0.1MW 

0.4 MW 

(5施設) ※1,2 

4.1 MW 

(66施設) ※1,2 

2050年度まで存続予

定の施設を対象 

メタンガス削減米 

作付面積 
46ha 1,000ha 1,000ha 

全水稲作付面積の 

約50%に導入 

「豊
か
な
暮
ら
し
の
創
出
」 

ZEHの普及 － 30戸 130戸 新築住宅を対象 

断熱改修 － 686戸 3,430戸 既存住宅を対象 

「多
様
な
主
体
の
協
働 

連
携
の
推
進
・」 

環境学習・セミナーの

開催 
－ 10回 50回 

年2回程度の開催を

想定 

※1：( )内は、2024年度以降の導入量の目安 

※2：平均60kW程度の導入を見込んだ場合 

 

 



 

 

 
 
 

にかほ市地球温暖化対策実行計画 

(区域施策編) 
 

令和７(2025)年３月 

 

発行 ： にかほ市 

編集 ： にかほ市企画調整部 総合政策課 

〒018-0192 秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田１ 

TEL 0184-43-7510 FAX 0184-62-9013 

（一社）地域循環共生社会連携協会から交付された環境省補助事業である令和５年度（補正予

算）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入の

ための計画づくり支援事業）により作成されたものである 


